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①①違法伐採対策等の持続可能な森林経違法伐採対策等の持続可能な森林経

営の推進営の推進

・ 違法伐採問題の解決に向けた取組

・ 途上国における持続可能な森林経営

の推進に向けた支援

・ 国際ルールづくりへの積極的な参加・

貢献

②我が国の人材・技術を活用した協力②我が国の人材・技術を活用した協力

①①地球温暖化適応策の推進地球温暖化適応策の推進

・ 既存技術の生産現場への普及・指導
・ 新たな技術の導入実証
・ 影響評価に基づく適応策の検討

②技術開発等の推進②技術開発等の推進

・ 生産安定技術の開発

（高温耐性品種の育成など）
・ 農林水産業への影響に関する予測研究
・ 影響予測に基づく適応技術の開発

○○ 京都議定書京都議定書66％削減約束の達成は難しい状況％削減約束の達成は難しい状況

・ 2005年度は基準年比で約7．8％増加

○○ IPCCIPCC（気候変動に関する政府間パネル）（気候変動に関する政府間パネル）報告書報告書

・地球温暖化は加速的に進行していると断定

・農林水産業にも深刻な影響が生じると予測

○○ 世界全体で地球温暖化対策を推進する必要世界全体で地球温暖化対策を推進する必要

①①削減目標値の達成に向け施策を加速化削減目標値の達成に向け施策を加速化

・ 森林吸収源対策
・ バイオマス資源の循環利用
・ 食品産業等の環境自主行動計画

②新たな削減目標値の設定と達成に向けた施策を推進②新たな削減目標値の設定と達成に向けた施策を推進

・ 施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策
・ 環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低減
・ 漁船の省エネルギー対策

③その他の排出削減の取組を推進③その他の排出削減の取組を推進

１．農林水産省地球温暖化対策総合戦略の推進１．農林水産省地球温暖化対策総合戦略の推進

ⅠⅠ 地球温暖化防止策地球温暖化防止策 ⅢⅢ 農林水産分野の国際協力農林水産分野の国際協力ⅡⅡ 地球温暖化適応策地球温暖化適応策

農林水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現農林水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現

地球温暖化問題の現状地球温暖化問題の現状

農林水産省地球温暖化対策総合戦略の策定（平成農林水産省地球温暖化対策総合戦略の策定（平成1919年年66月）月）

現 在

全国平均３度上昇

2060年代

＜温暖化による着色障害＞＜温暖化による着色障害＞
着色期に高温が続くと、着色
の進行が遅れることが確認
されている。

温暖化によるリンゴの栽培適地の移動

北海道はほぼ全域が適地になる一
方、関東以南はほぼ範囲外となる。

適 地
より高温の地域
より低温の地域
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※：温室効果ガスの排出量は2005年の確定値では基準年（1990年）に比して
7.8%増となっており、13.8%分の削減が必要な状況。

●京都議定書による排出・吸収量報告（19.5.27）に基づく

分野別削減の割合

「法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置」が講じられている
森林

天然生林

地拵え
植付 下刈

（６回）
間伐

（３回程度）

主伐
（複層林へ誘導する場合の択伐を含む）地拵え

植付 下刈
（６回）

間伐
（３回程度）

主伐
（複層林へ誘導する場合の択伐を含む）
主伐

育成林

「森林を適切な状態に保つために１９９０年以降に行われる森林施業
（更新（地拵え、地表かきおこし、植栽等）、保育（下刈、除伐等）、間
伐、主伐）」が行われている森林

●森林経営の対象と認められる森林

○新規植林：過去50年来森林がなかった

土地に植林

○再植林 ：1990年時点で森林でなかった

土地に植林

○森林経営：持続可能な方法で森林の多
様な機能を十分発揮するた
めの一連の作業

●京都議定書で森林吸収源の対象と認められる森林

１９９０年 ２０１２年

国土の２／３が既に森林で覆われる我が国では、適切
に経営された森林の吸収量で１３００万炭素トンを確保

対象地ほとんど
なし

既にある森林のう
ち、間伐等がされ
た森林が対象

我が国では、森林経営の現状等を踏まえ、次の場合、森林経営の対象

となる（昨年８月３０日に条約事務局に報告）。

→ 適切に整備した育成林は、森林経営された森林として、その
森林の吸収量が算入可能。

→ 保安林の指定など保護・保全措置が講じられた天然生林は、
森林経営された森林として、その森林の吸収量が算入可能。

※0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

（％）

森林吸収源排出削減
京都
メカニズム

1.63.88.4

２．森林吸収源対策の現状２．森林吸収源対策の現状
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追加的に必要な森林吸収源対策追加的に必要な森林吸収源対策

２００７～２０１２年の６年間で毎年２０万ｈａ、

１２０万ｈａの追加的な森林整備が必要

（現在の森林整備の水準で推移した場合に見込まれる面積と合わせ、
毎年５５万ha（６年間で計３３０万ha））

将来の条約事務局の審査にも耐えうるよう検証を進めてきた
森林に関する各種データ等を基に、新しい森林・林業基本計
画の森林整備の方針を踏まえ、将来の吸収量について試算。

森林吸収量１３００万炭素トン確保のためには、
１１０万炭素トンの更なる確保が必要

（1300万－（910万＋280万）＝110万）

●森林吸収源の現状

○ 育成林

６７５万haが対象 → ９１０万炭素トンの吸収量

○ 天然生林

国有林を中心として保安林面積の拡大に最大限努力した
場合、森林経営の対象となる森林

６６０万haが対象 → ２８０万炭素トンの吸収量

現在の森林整備の水準で推移した場合、森林経営の対象
となる育成林

●平成１９年度における取組

森林吸収目標の達成に向け、対策の初年度である平成１９
年度において、平成１８年度補正予算を併せ、２３万haに相

当する追加予算（７６５億円）を措置。

② Ｈ１９当初予算案 ２３５億円 ［概ね ８万ha］

① Ｈ１８補正予算案 ５３０億円 ［概ね１５万ha］

災害防止を目的とした間伐等の森林づくりを緊急的に措置
することを通じて、結果的に京都議定書算入対象森林の確
保に寄与

○省を挙げた森林吸収源対策の加速化

・林野公共予算における森林整備への重点化 （約６５億円）

・水産基盤整備事業と連携した「漁場保全の森づくり事業」

（約１００億円）

・農業農村整備事業と連携した「農業用水水源地域保全整備
事業」 （約５０億円）

○美しい森林への再生モデル事業の創設
未整備森林の解消に向けた、定額助成方式によるモデル的
な取組 （約２０億円）

（675万ha×1.35炭素トン／ha・年 ≒ 910万炭素トン）

（660万ha×0.42炭素トン／ha・年 ≒ 280万炭素トン）

平成２０年度以降についても、引き続き２０万haの追加整備を確実に
実施していくため、国民の理解を得つつ、安定的な財源の確保等に
向けた取り組みが必要

３



中川秀直政調会長（当時）の発意により、「京都議定書森林目標達
成のための促進チーム」を設置

「京都議定書森林目標達成のための促進チーム」とりまとめ

平成１８年度補正予算、平成１９年度予算案で総額７６５億円の森
林整備追加措置
（５５万haを上回る間伐に必要な予算を計上し、森林吸収源対策を本格的にスタート）

閣僚懇談会での総理指示
「政府一体となって『美しい森林づくり』に取り組んでいく必要がある」

内閣官房長官主催の「美しい森林づくりのための関係閣僚による会
合」

第１回関係省庁連絡会議（議長：内閣官房副長官補）

第１回「美しい森林づくり全国推進会議」（代表：出井伸之ソニー㈱
最高顧問）の設立
全国推進会議と内閣総理大臣との意見交換会

第２回関係省庁連絡会議

地球温暖化対策推進本部
「京都議定書目標達成計画の見直しに向けた基本方針」において、森林吸

収源対策として「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を決定

全国推進会議で挨拶する出井代表

推進体制

政府全体で取組むメッセージを国民に発信

（関係省庁）部
○内閣官房 ○総務省 ○文科学省
○厚生労働省 ○経済産業省
○国土交通省 ○環境省 ○農林水産省

美しい森林づくりのための関係閣
僚による会合

「美しい森林づくり推進国民運動」
に関する関係省庁連絡会議

○代表：出井伸之（クオンタムリープ㈱代表取締役）
○事務局長：宮林茂幸（東京農業大学教授）
○設立発起人：１３４人
○構成団体：（社）経団連、（社）日本医師会、
（財）ボーイスカウト日本連盟など４９団体

◎企業による森林づくり、森林ボランティア活動、
森林環境教育、木づかい運動等をテーマにした
シンポジウムを開催

○地方レベルの産業界、環境団体、教育団体、
医療団体、労働団体、ＮＰＯ等各界の団体により
構成

◎企業による森林づくり、森林ボランティア活動、
森林環境教育、木づかい運動等をテーマにした
シンポジウムを開催

美しい森林づくり全国推進会議

美しい森林づくり都道府県推進会議

○官房長官主催により必要に応じ開催
○運動の基本方針の決定

◎森林所有者に対する取組み
・農山村地域での働きかけ（森林組合を中心に、自己所有林の現状把握と具体的施業計画の策定の推進）

・不在村者（327万haを所有）に対する「自分の山再発見運動」の呼びかけ

◎幅広い国民の参画
・民間企業に対する協力の呼びかけ
（社内外ボランティアの森林づくり、自社保有林の整備による森林づくり、基金等を活用した森林づくりの推進）

・ＮＰＯと連携した取組
（森林ボランティア活動への国民参加の呼びかけ、森林環境教育の推進）

・農山村住民への働きかけ
（里山整備の推進）

◎「木づかい運動」の推進
・国産材利用の拡大

◎農林水産省幹部による全国キャラバンの実施
熊本県阿蘇市ほか８都市

◎広報の積極的な展開
・ 全日空全便の機内上映で周知（４月１日～５月３１日）
・ 「美しい森林づくりニュース」の配信（森林ボランティア団体等へメール配信：約５万件）
・ 新聞広告（アニメキャラクター“ゲゲゲの鬼太郎”を活用し、読売新聞朝刊全国版（６月１日～

６月３日）に広告を掲載）
・ ホームページ・メールマガジン
（政府インターネットテレビで「美しい森林づくり」シリーズを掲載）

・メディアミックス
（インターネットテレビ３本、パンフレット作成、バナー広告）

◎国民運動の推進
・地方推進組織の整備（現在、３０道府県において設立を予定）
・民間サポーターの募集
（企業回りの実施、ダイレクトメールの発出を予定）

経 緯

取組状況

運動内容

１８年 ７月２７日

１２月 ７日

１２月２４日

１９年 ２月 ９日

２月２３日

３月２９日

６月 １日

７月 ６日

１０月 ２日

「美しい森林づくり推進国民運動」
に関する関係省庁幹事会

美しい森林づくり推進国民運動について美しい森林づくり推進国民運動について
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○ 我が国の人口は減少局面に。高齢者の
割合の増加もあいまって、今後は食料の消
費も減少へ。

○ 耕作放棄地の発生や里地里山の荒廃等
は国土・環境保全上も大きな課題。

2000 2005 

耕作放棄地面積（千ha） 343 386 

耕作放棄地率（％） 8.1 9.7 

耕作放棄地の発生状況
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総人口

65歳以上の人口の割合

日本の将来人口

・農地を農地として最大限活用するとともに、耕作放棄地など日本の国土に
総力を挙げて作物等を作付け

食料・農業問題、環境問題、エネルギー問題を同時に扱うことから、
関係省庁が協力して政府全体で取り組む必要

食料・農業問題、環境問題、エネルギー問題を同時に扱うことから、
関係省庁が協力して政府全体で取り組む必要

環 境 エネルギー食料・農業

・原油価格高騰への対応
・農業の国際競争力の強化

・食料供給力の維持・向上

（食料安全保障）

・京都議定書の目標達成への貢献
・ポスト議定書をにらんだ対応

・バイオ燃料等の原料として利用するとともに、いざというときには食料供給
基地として作付け農地を活用

・耕地面積は15年で約1割減
・18年度の食料自給率は39％

・GDPに占める農業生産の割合は15年で半減

・第１約束期間（2008～2012年）に基準年から温室
効果ガス△６％の約束に対し、2005年は7.8％増

・輸送用燃料における石油依存度は約100％

・原油先物価格は10月15日に86.13ドル/
バレルと過去最高値を更新

３．国産バイオ燃料の導入の更なる拡大に向けて

食料

飼料

必要に応じて

融通

食
料
生
産
の
枠
を
超
え
た
対
応

〔農耕地〕

〔耕作放棄地 など〕

ｴﾈﾙｷﾞｰ・
ﾏﾃﾙｱﾙ原料
（木質含む）

耕作放棄地の解消耕作放棄地の拡大

食料

飼料

現状 これから

・稲わらや間伐材の利用やエタノ一ルを大量に生産できる作物の開発等を
行い、食料供給と競合しない日本型の国産バイオエタノールの大幅な生

産拡大策を実施

国 産 バ イ オ 燃 料 等 バ イ オ マ ス の 利 用 の 加 速 化 が
農林水産業の新たな領域の開拓や食料安全保障につながる

・エネルギー利用の多様化
（エネルギー安全保障）
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欧米、ブラジルの制度を踏まえ、国内制度を検討

２０１１年
５万ＫＬ

２０１１年
５万ＫＬ

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算 ６００万kl

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算 ６００万kl
現在
３０ＫＬ

現在
３０ＫＬ

① 収集・運搬コストの低減 ・・・・・・・・・・ 山から木を安く下ろす、稲わらを効率よく集める機械等を開発

② 資源作物の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・ エタノールを大量に生産できる作物を開発

③ エタノール変換効率の向上 ・・・・・・・ 稲わらや間伐材などからエタノールを大量に製造する技術を開発

技術開発の課題と生産可能量

技術開発技術開発

制 度制 度

・糖質（さとうきび糖みつ 等 ）
・でんぷん質（くず米 等 ）

・糖質（さとうきび糖みつ 等 ）
・でんぷん質（くず米 等 ）

・セルロース系
（稲わら、間伐材 等 ）

・資源作物

・セルロース系
（稲わら、間伐材 等 ）

・資源作物

原料と生産可能量原料と生産可能量

バイオ燃料の利用率の向上

【米国】 2017年に350億ガロン
（1.3億ＫＬ、日本（600万KL）の22倍）を目標
〔2007.1 ブッシュ大統領一般教書演説〕

【米国】 2017年に350億ガロン
（1.3億ＫＬ、日本（600万KL）の22倍）を目標
〔2007.1 ブッシュ大統領一般教書演説〕

〇 技術開発がなされれば２０３０年頃には国産バイオ燃料の大幅な生産拡大は可能
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2007年から大規模実証を開始

設置場所 ： 北海道上川郡清水町

（ホクレン十勝清水製糖工場内）
施設能力 ： １．５万キロリットル／年

設置場所 ： 北海道苫小牧市

（合同酒精（株）苫小牧工場）
施設能力 ： １．５万キロリットル／年

設置場所 ： 新潟県新潟市

（コープケミカル新潟工場内）
施設能力 ： ０．１万キロリットル／年

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

オエノンホールディングス株式会社オエノンホールディングス株式会社

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

新潟（原料：コメ）

苫小牧（原料：コメ）

十勝（原料：てん菜、小麦）

設置場所 ： 北海道上川郡清水町

（ホクレン十勝清水製糖工場内）
施設能力 ： １．５万キロリットル／年

設置場所 ： 北海道苫小牧市

（合同酒精（株）苫小牧工場）
施設能力 ： １．５万キロリットル／年

設置場所 ： 新潟県新潟市

（コープケミカル新潟工場内）
施設能力 ： ０．１万キロリットル／年

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

オエノンホールディングス株式会社オエノンホールディングス株式会社

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

新潟（原料：コメ）

苫小牧（原料：コメ）

十勝（原料：てん菜、小麦）

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて
－ 総理報告（工程表）のポイント －

※総理報告は、関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）により取りまとめ ６



１．数値目標の設定（外食）
・日本フードサービス協会

２．目標引き上げ（食品製造）
・精糖工業会
・日本即席食品工業協会

○農林水産省では、食品産業（食品製造業、食品流通業及び外食産業）団体に対して環境自主行動計画の策定
を慫慂するとともに、毎年度の実施状況の把握等を行うため、平成14年度から「環境自主行動計画フォロー
アップチーム」を設置し、フォローアップを実施。

○フォローアップ結果については、毎年度、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会へ報告・公表。

環境自主行動計画策定団体

［目標指標：CO2排出量］
精糖工業会◎
全日本菓子協会
日本醤油協会

［目標指標：CO2排出原単位］
全国清涼飲料工業会◎
製粉協会◎
日本冷凍食品協会
全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会
日本即席食品工業協会
日本植物油協会
日本パン工業会
日本スターチ糖化工業会

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位］
日本乳業協会◎
日本缶詰協会
日本ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合

産業部門

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量］
日本加工食品卸協会

［定性的な目標］
日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会

業務部門

食品産業１６団体が策定
（平成1８年度）

※ ◎は、経団連自主行動計
画参加団体。（4団体）

●牛久保 明 邦 東京農業大学国際食料情報学部
教授

有 田 芳 子 主婦連合会環境部会長
高 濱 正 博 （財）食品産業センター参与
中 村 愼一郎 早稲田大学政治経済学部教授
堀 尾 正 靭 東京農工大学大学院教授
三 原 翠 ＮＰＯ法人食品保健科学情報交流

協議会常任理事

※●は、座長。

18年度フォローアップチームメンバー

４．食品産業の自主行動計画

基本方針において示された個別業種に
対する課題

７



○省エネ型生産管理の推進

木質バイオマス利用加温
設備

（１）木質バイオマス利用加温設備
（２）ハイブリッド加温設備（ヒートポンプ＋燃油加温機）
等のモデル導入を支援

○省エネ型設備・機器の格付認定制度の検討

・省エネ率に応じて施設園芸設備・機器の格付を検討

・メーカーによる自主的な省エネ設備等開発の促進を期待

・平成１９年度中に「施設園芸省エネルギー生産管理チェック
シート」及び「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル」を
策定し、省エネ生産管理を推進

チェックリスト
□ 二重カーテンの設置
□ 循環扇の設置
□ 被覆資材の点検
□ 暖房機の清掃
□ ・・・・・・
□ ・・・・・・

レ

レ

レ
レ

レ
レ

○省エネルギー効果の高い設備の導入の促進

○温室効果ガス排出削減に資する農業機械の開発・普及

・穀物遠赤外線乾燥機など省エネ型農業機械の普及を推進
・温室効果ガスの排出削減に資する農業機械の開発・実用化を促進

○農業機械の省エネ運転やバイオ燃料利用の促進

・「農業機械の省エネ利用マニュアル」による燃費を改善する運
転方法等の普及を推進

・ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）の農業機械における利用を促進

農業機械でのＢＤＦ利用を促進

５．施設園芸・農業機械の省エネルギー対策
環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低減

施設園芸施設園芸

農業機械農業機械

環境保全型農業の推進環境保全型農業の推進

○稲作（水田）に伴い発生するメタンの排出削減の推進

○施肥に伴い発生する一酸化二窒素の排出削減の推進

完熟たい肥の収集・運搬・散布
体制の確立

硝化菌・脱膣
菌

一酸化二窒素
Ｎ２Ｏ

一酸化二窒素
Ｎ２Ｏ

無機態窒素
ＮＨ４＋
ＮＯ３－

硝酸性窒素
ＮＯ３－

畑状態 有機物

有機物

メタン生成菌

メタン
ＣＨ４

メタン
ＣＨ４

窒素肥料/有機物

＜水田及び畑地土壌からの温室効果ガス発生のメカニズム＞

・稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進

・中干し開始時期の前倒し等新たなメタン抑制

技術の確立・実証・普及を促進

・農業環境規範の普及等の施策の推進により、施肥量の一層の適正化・低減を促進

８

水田状態

温室効果ガスの発生



保守点検 冷凍装置

定期点検時期は、50時ごと等

底曳網漁船(75トン)の出力

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

8 9 10 11 12 13 14
船速（ノット）

機
関
出
力

(

ｋ
ｗ

)

満載状態

10%低減

（約２０％）

冷凍機（単機二段圧縮機）の冷凍能力、軸動力、成績係数
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軸動力 冷凍能力 成績係数

（約１０％）

潤滑油 潤滑油

冷却水冷却水

フィルタ潤滑油潤滑油 潤滑油

冷却水冷却水

フィルタ潤滑油
・通常航海における減速

（5%の減速により燃料消費を5-20%削減）

・無駄な荷物の減少により船体抵抗減
（排水量5-10%減で燃料消費3-4%削減）

※漁船漁業構造改革推進会議提言「漁船の省エネルギー対策の推進」（Ｈ17年1月公表）より

新技術導入

減
速
効
果

適切な管理・運転

６．漁船の省エネルギー対策について

９

漁場位置特定技術の開発

発光ダイオード集魚灯
（省電力な発光ダイオード（LED）の
集魚灯を使用することにより、発電

に掛かる燃油量を削減）

省エネ技術事例

海面高度計水温センサー 水色センサー

漁船による水温観測人工衛星による観測

中層水温・水温躍層の把握
☆水温躍層付近に

好漁場形成

３種のセンサーの総合的運用 水深別水温実測データ

漁場特定が
可能

水深別水
温計等

その他、新素材を活用した軽量漁具の導入など

推
進
効
率
の
改
善

（
抵
抗
の
少
な
い
バ
ト
ッ
ク
フ

ロ
ー
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型
と
す
る
こ
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に
よ

り
、
漁
船
の
燃
費
を
向
上
）

（ＳＢＴ等）

暖水 冷水

水温
躍層

海面高低 鉛直面の水塊
配置イメージ

暖水

プ
ラ
ン
ク

ト
ン
豊
富

マグロ

１５℃～１８℃水温
躍層

１００ｍ層帯状暖水

従来型
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バトック
フロー船型

（さんま棒受け網漁船）

（
ま
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灯
）

冷凍装置の必要最小限の運転
凍結・保冷温度を5℃上げることにより
燃料消費を約10%削減



７．平成７．平成2020年度京都議定書目標達成計画関係予算案について年度京都議定書目標達成計画関係予算案について
（農林水産省予算概算要求分）（農林水産省予算概算要求分）

○ 京都議定書目標達成計画関係予算は、平成17年４月28日の京都議定書目標達成計画の閣議決定を受け、平成18
年度予算から内閣官房が取りまとめを実施。

○ 農林水産省の当該予算の平成20年度概算要求総額は、4,368億円。

1,224

区　　　　　　　　　　　分

142,251 157,385

合　　　　　　　　　　　　計 356,794 436,838

C.その他結果として温室効果ガスの削減に資
するもの

D.基盤的施策など

A.京都議定書６％削減約束に直接の効果が
あるもの

3,385

198,123

（単位：百万円）

237,752

B.温室効果ガスの削減に中長期的に効果が
あるもの

15,196 38,315

平成１９年度
予　　算　　額

平成２０年度
概算要求額

注１： 農林水産省要求分であり、国土交通省、内閣府要求分は含まない。
注２： 平成20年度要求額（各区分の額及び合計額）については、本年８月末に当省分の京都議定書目標達成

計画関係予算として環境省に登録した金額であり、現在、登録内容の適否について環境省と調整中のも
のであるため、今後変更があり得る。 10


